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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転陽極アセンブリであって、当該回転陽極アセンブリは：
　ボアを有する陽極ディスクと；
　回転シャフトと；
　陽極ディスク支持体と；を備えており、
　前記陽極ディスクは、前記陽極ディスク支持体を介して前記回転シャフトの回転軸線に
同心状に装着され、
　前記陽極ディスク支持体は、前記回転シャフトにおいて前記回転軸線と同心状に設けら
れた、第１の円形の軸線方向支持面を含む第１の支持体を有し、
　前記陽極ディスク支持体は、クランプ軸線方向に第１の支持面に対して前記陽極ディス
クを付勢するために前記回転シャフトに少なくとも一時的に装着された、第２の軸線方向
支持面を含む第２の支持体を有し、
　第１の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられており、
　Ｘ線発生中の前記陽極ディスクを加熱する際であって、前記陽極ディスクが熱膨張する
際に、前記半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に屈曲し、それによって、第１
の軸線方向支持面が、半径方向の熱膨張に少なくとも部分的に追従し、
　第１の支持体は、前記半径方向よりも前記軸線方向の力に対してより大きな抵抗を有し
ており、
　第１の支持体は、支持体ベースによって前記回転シャフトに接続されており、前記支持
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体ベースには、前記軸線方向にベースの高さが設けられており、前記ベースの高さは、第
１の支持体の前記半径方向の幅の少なくとも２倍であり、
　軸線方向の断面において、第１の支持体には、半径方向の幅と軸線方向の高さとが設け
られており、該軸線方向の高さは、前記半径方向の幅の少なくとも２倍である、
　回転陽極アセンブリ。
【請求項２】
　第１の支持面は、前記回転シャフトに設けられており、
　第１の軸線方向支持面によって前記陽極ディスクの熱膨張が補償され、それによって、
前記熱膨張中に、第１の支持面の第１の接触領域と前記陽極ディスクの第２の接触領域と
が、前記回転軸線に関して共に移動し、その接触が維持される、
　請求項１に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項３】
　第１の支持体は、前記回転シャフトの肩部から軸線方向に突設されており、
　少なくとも周方向のラジアルギャップが、前記陽極ディスクの前記ボアを貫通して延び
るシャフト端部に設けられる、
　請求項１に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項４】
　前記肩部は、前記回転シャフトの外径の階段状凹部によって形成される、
　請求項３に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項５】
　第１の支持体には、前記陽極ディスクの前記ボアを貫通して延びるシャフト端部までの
距離が設けられており、該距離は、前記軸線方向の高さよりも大きい、
　請求項１に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項６】
　第１の支持体は、前記回転シャフトの肩部から軸線方向に突出する軸線方向の円形のカ
ラーを含み、該カラーと前記回転シャフトとの間に逃げ溝が設けられる、
　請求項１に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項７】
　第１の支持体は、複数の半径方向に可撓性を有する支持要素を含み、該支持要素によっ
て、複数の第１の軸線方向支持面部分が提供される、
　請求項１に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項８】
　前記回転シャフトを介した熱伝導のために、前記半径方向に可撓性を有する支持体と前
記回転シャフトとの間に熱伝達要素が設けられる、
　請求項７に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項９】
　第２の支持体は、第２の円形の軸線方向支持面を含み、
　第２の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられており、
　Ｘ線発生中の前記陽極ディスクを加熱する際であって、前記陽極ディスクが熱膨張する
際に、第２の支持体の半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に曲がり、それによ
って、第２の軸線方向支持面は、半径方向の熱膨張に少なくとも部分的に追従する、
　請求項８に記載の回転陽極アセンブリ。
【請求項１０】
　Ｘ線管であって、当該Ｘ線管は：
　Ｘ線用真空ハウジングと；
　陽極と；
　陰極と；
　前記陽極を支持するための軸受装置と；を備えており、
　前記陽極及び前記陰極は、前記Ｘ線用真空ハウジングの内部に配置され、
　前記陽極は、請求項１に記載の回転陽極アセンブリとして設けられ、
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　前記軸受装置は、前記Ｘ線用真空ハウジングの内部に配置され、前記回転シャフトを支
持し、
　前記軸受装置は、少なくとも１つの螺旋溝軸受を含む、
　Ｘ線管。
【請求項１１】
　前記回転シャフトには、中空のボアが設けられており、
　固定シャフトが、ボアの内部に設けられ、前記回転シャフトを支持し、
　前記回転シャフトは、前記固定シャフトによって、少なくとも１つの螺旋溝軸受で支持
される、
　請求項１０に記載のＸ線管。
【請求項１２】
　Ｘ線撮像システムであって、当該Ｘ線撮像システムは：
　Ｘ線源及びＸ線検出器を含むＸ線取得装置と；
　対象物支持体と；を備えており、
　前記対象物支持体は、前記Ｘ線源によって供給されるＸ線を対象物に照射するために、
前記Ｘ線源と前記Ｘ線検出器との間に配置されており、
　前記Ｘ線源は、請求項１０に記載のＸ線管を含む、
　Ｘ線撮像システム。
【請求項１３】
　回転陽極ディスクを装着するための方法であって、当該方法は：
　ａ）陽極ディスク支持体の第１の支持体を、回転シャフトにおいて、該回転シャフトの
回転軸線に対して垂直に設けるステップであって、第１の支持体は、前記回転シャフトに
おいて、前記回転軸線の周りに同心状に設けられた第１の軸線方向支持面を含む、設ける
ステップと；
　ｂ）陽極ディスクを設けるステップと；
　ｃ）前記陽極ディスク支持体の第２の支持体を設けるステップであって、第２の支持体
は、第２の軸線方向支持面を含む、設けるステップと；
　ｄ）クランプ軸線方向に第１の支持体に対して前記陽極ディスクを付勢するために、第
２の支持体を前記回転シャフトに少なくとも一時的に装着するステップと；を含み、
　第１の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられており、
　Ｘ線発生中の前記陽極ディスクを加熱する際に、前記半径方向に可撓性を有する支持体
は、半径方向に屈曲し、それによって、第１の軸線方向支持面は、前記陽極ディスクの半
径方向の熱膨張に少なくとも部分的に追従し、
　第１の支持体は、前記半径方向よりも前記軸線方向の力に対してより大きな抵抗を有し
ており、
　第１の支持体は、支持体ベースによって前記回転シャフトに接続されており、前記支持
体ベースには、前記軸線方向にベースの高さが設けられており、前記ベースの高さは、第
１の支持体の前記半径方向の幅の少なくとも２倍であり、
　軸線方向の断面において、第１の支持体には、半径方向の幅と軸線方向の高さとが設け
られており、該軸線方向の高さは、前記半径方向の幅の少なくとも２倍である、
　方法。
【請求項１４】
　陽極ディスクを回転シャフトに装着するためのＸ線管における支持体の使用であって：
　前記支持体は、回転シャフトにおいて、回転軸線の周りに同心状に設けられた、第１の
軸線方向支持面を含む第１の支持体を有し、
　第２の軸線方向支持面を含む第２の支持体が設けられており、第２の支持体は、クラン
プ軸線方向に第１の支持体に対して陽極ディスクを付勢するために、前記回転シャフトに
少なくとも一時的に装着され、
　第１の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられており、Ｘ線発生中
の前記陽極ディスクを加熱する際に、前記半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向
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に屈曲し、それによって、第１の軸線方向支持面は、前記陽極ディスクの半径方向の熱膨
張に少なくとも部分的に追従し、
　第１の支持体は、前記半径方向よりも前記軸線方向の力に対してより大きな抵抗を有し
ており、
　第１の支持体は、支持体ベースによって前記回転シャフトに接続されており、前記支持
体ベースには、前記軸線方向にベースの高さが設けられており、前記ベースの高さは、第
１の支持体の前記半径方向の幅の少なくとも２倍であり、
　軸線方向の断面において、第１の支持体には、半径方向の幅と軸線方向の高さとが設け
られており、該軸線方向の高さは、前記半径方向の幅の少なくとも２倍である、
　使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陽極ディスクの装着に関し、より具体的には、回転陽極アセンブリ、Ｘ線管
、Ｘ線撮像システム、回転陽極ディスクを装着するための方法、及び陽極ディスクを回転
シャフトに装着するためのＸ線管の支持体の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線放射を発生させるために、回転陽極ディスクが設けられている。Ｘ線発生中に、Ｘ
線放射を発生させるための陽極ディスクの表面に衝突する電子により、熱が生成される。
発生した熱を除去するために冷却装置を用いる場合であっても、陽極ディスクは、例えば
ＣＴ撮像システムに使用されるＸ線管で非常に高温になる。特許文献１は、陽極ディスク
と、熱伝達材料で充填された装着対応部分との間にチャンバを含む陽極ディスクについて
説明している。この材料は、発熱による表面の変形に追従するように変形可能である。陽
極ディスクが加熱すると、陽極ディスクを回転シャフトに機械的に装着させるような熱膨
張が発生する。陽極ディスクの一部に生じる熱膨張は、熱勾配及び使用される材料の異な
る膨張係数によって半径方向の変形を受けることが示されている。ナットによるクランプ
力によって回転シャフトに装着された陽極ディスクの場合には、陽極ディスクの偏心した
位置付けが、動作中に発生し得る。しかしながら、これは、回転速度と共に、不均衡（釣
合）をもたらし、不要な振動や騒音の原因となり得る。高出力のＸ線発生について増大す
る需要が存在するので、陽極ディスクの装着に関する熱膨張の問題も増大する。
　特許文献２は、陽極ディスク支持体を含む回転陽極アセンブリを開示する。
　特許文献３は、Ｘ線管用の回転陽極構造を開示する。
　特許文献４は、動的な圧力タイプの摺動軸受を使用する回転陽極タイプのＸ線管を開示
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７，１６４，７５１号
【特許文献２】特開２０１１－２３８５４９号公報
【特許文献３】特開昭５５－３１８１号
【特許文献４】米国特許出願公開第２００４／２３４０３３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　陽極ディスクでの増大する熱負荷に適合するような、回転シャフトへの陽極ディスクの
装着を提供するニーズが存在している。
　本発明の目的は、独立請求項の主題によって解決され、更なる実施形態は、従属請求項
に組み込まれている。以下で説明する本発明の態様は、回転陽極アセンブリ、Ｘ線管、Ｘ
線撮像システム、及び回転陽極ディスクを装着するための方法、並びに陽極ディスクを回
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転シャフトに装着するためのＸ線管での支持体の使用にも適用されることに留意されたい
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、陽極ディスク、回転シャフト、及び陽極ディスク支持体を有する回転
陽極アセンブリが提供される。陽極ディスクは、陽極ディスク支持体を介して回転シャフ
トの回転軸線に同心状に装着される。陽極ディスク支持体は、回転シャフトにおいて回転
軸線と同心状に設けられた、第１の円形の軸線方向支持面を含む第１の支持体を有する。
陽極ディスク支持体は、クランプ軸線方向に第１の支持面に対して陽極ディスクを付勢す
るために回転シャフトに少なくとも一時的に装着された、第２の軸線方向支持面を含む第
２の支持体を有する。第１の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられ
ている。また、Ｘ線発生中の陽極ディスクを加熱する際であって、陽極ディスクが熱膨張
する際に、半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に屈曲し、それによって、第１
の軸線方向支持面は、半径方向の熱膨張に少なくとも部分的に追従する。第１の支持体は
、半径方向よりも軸線方向の力に対してより大きな抵抗を有する。第１の支持体は、支持
体ベースによって前記回転シャフトに接続されており、支持体ベースには、軸線方向にベ
ースの高さが設けられており、ベースの高さは、第１の支持体の半径方向の幅の少なくと
も２倍の大きさである。軸線方向の断面において、第１の支持体２０には、半径方向の幅
及び軸線方向の高さが設けられており、軸線方向の高さは、半径方向の幅の少なくとも２
倍の大きさである。
【０００６】
　利点として、陽極ディスクは、熱膨張によって生じる特定の変形が発生する場合であっ
ても、確実に支持される。言わば、熱膨張に追従して屈曲する可撓性を有する支持体を設
けることによって、陽極ディスクのクランプが行われる接触部は、安定した状態を保つ。
換言すれば、回転シャフトに取付けられた陽極の２つの接触面同士の間の摩擦が、回避さ
れる、又は少なくとも最小限に抑えられる。
【０００７】
　第１の支持体は、半径方向よりも軸線方向の力に対してより大きな抵抗を有する。
　例えば、これは、以下で説明するような異なる幾何学的関係や比率によって達成される
、又は異なる材料特性を用いて達成される。
　実施例によれば、第１の支持面は、回転シャフト上に設けられる。第１の軸線方向支持
面によって陽極ディスクの熱膨張が補償され、それによって、熱膨張中に、第１の支持面
の第１の接触領域と陽極ディスクの第２の接触領域とが、回転軸線に関して共に移動し、
その接触が維持される。
【０００８】
　実施例によれば、肩部は、回転シャフトの外径の階段状凹部によって形成される。
　例えば、凹部は、より大きな直径を有するシャフトの直径の一部の一種の端面を形成す
る。
　更なる実施例では、肩部は、隣接するシャフト面の外径を越えて延びる、片持ち式の２
つの円周方向(dircumferational)突起部によって設けられる。
【０００９】
　実施例によれば、第１の支持体は、回転シャフトの肩部から軸線方向に突出する軸線方
向の円形カラーを含み、このカラーと回転シャフトとの間に逃げ溝が設けられている。
　実施例によれば、第１の支持体は、複数の半径方向に可撓性を有する支持要素を含み、
この支持要素によって、複数の第１の軸線方向支持面部分が提供される。
　実施例によれば、熱伝達要素が、回転シャフトを介した熱伝導のために、半径方向に可
撓性を有する支持体と回転シャフトとの間に設けられている。
　利点として、熱を放散するために可能な減少した断面の経路を考えると、陽極支持体の
減少した接触面によって、熱伝達要素は、更なる熱経路を提供するが、いかなる支持力及
び支持体の他の態様に影響を与えない。
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　実施例では、半径方向に可撓性を有する支持体の曲げは、弾性変形に限定される。
【００１０】
　更なる実施例によれば、第２の支持体には、第２の円形の軸線方向支持面が設けられて
いる。第２の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられている。Ｘ線発
生中の陽極ディスクを加熱する際であって、陽極ディスクが熱膨張する際に、第２の支持
体の半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に屈曲し、それによって、第２の軸線
方向支持面は、半径方向の熱膨張に少なくとも部分的に追従する。
【００１１】
　本発明によれば、Ｘ線用真空ハウジング、陽極、陰極、及び陽極を支持する軸受装置を
有するＸ線管も提供される。陽極及び陰極は、Ｘ線用真空ハウジングの内部に配置される
。陽極は、上述した実施例のいずれかに記載の回転陽極アセンブリとして設けられる。軸
受装置は、回転シャフトを支持するＸ線用真空ハウジングの内部に配置される。軸受装置
は、少なくとも１つの螺旋溝軸受を有する。
　利点として、熱膨張に適合する回転陽極アセンブリによって、陽極ディスクの中心が回
転軸線と整列する改善された位置付けを意味するような陽極ディスクの改良された固定が
、提供される。これは、特に、不均衡（釣合）によって生じる振動の観点から、増大する
精度要件によって一緒に用いられる螺旋溝軸受との組合せに適している。
【００１２】
　実施例によれば、回転シャフトには、中空のボアが設けられており、固定シャフトが、
ボアの内部に設けられ、回転シャフトを支持する。回転シャフトは、固定シャフトによっ
て、螺旋溝軸受装置で支持される。
　本発明によれば、Ｘ線取得装置を有するＸ線撮像システムが提供され、そのＸ線取得装
置は、Ｘ線源及びＸ線検出器、並びに対象物支持体を含む。対象物支持体は、Ｘ線源によ
って供給されるＸ線を対象物に照射するために、Ｘ線源とＸ線検出器との間に配置される
。Ｘ線源は、上述した実施例に記載のＸ線管を含む。
【００１３】
　本発明によれば、回転陽極ディスクを装着するための方法も提供される。この方法は：
　ａ）陽極ディスク支持体の第１の支持体を、回転シャフトにおいて、この回転シャフト
の回転軸線に対して垂直に設けるステップであって、第１の支持体は、回転シャフトにお
いて、回転軸線の周りに同心状に設けられた第１の軸線方向支持面を含む、設けるステッ
プと；
　ｂ）陽極ディスクを設けるステップと；
　ｃ）陽極ディスク支持体の第２の支持体を設けるステップであって、第２の支持体は、
第２の軸線方向支持面を含む、設けるステップと；
　ｄ）クランプ軸線方向に第１の支持体に対して陽極ディスクを付勢するために、第２の
支持体を回転シャフトに少なくとも一時的に装着するステップと；を含む。
　第１の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられている。Ｘ線発生中
の陽極ディスクを加熱する際に、半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に屈曲し
、それによって、第１の軸線方向支持面は、陽極ディスクの半径方向の熱膨張に少なくと
も部分的に追従する。
【００１４】
　本発明によれば、陽極ディスクを回転シャフトに装着するためのＸ線管における支持体
の使用も提供される。支持体は、回転シャフトにおいて、回転軸線の周りに同心状に設け
られた、第１の軸線方向支持面を含む第１の支持体を有する。第２の軸線方向支持面を含
む第２の支持体が、設けられる。第２の支持体は、クランプ軸線方向に第１の支持体に対
して陽極ディスクを付勢するために、回転シャフトに少なくとも一時的に装着される。第
１の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられる。Ｘ線発生中の陽極デ
ィスクを加熱する際に、半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に屈曲し、それに
よって、第１の軸線方向支持面は、陽極ディスクの半径方向の熱膨張に少なくとも部分的
に追従する。
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【００１５】
　本発明の一態様によれば、回転ディスクは、陽極ディスクの少なくとも片面で、ディス
クが装着状態でクランプされたときに、接触面同士が安定した状態に保たれ、それによっ
て、摩擦が生じず且つ不均衡（釣合）が発生しないように回転シャフトに装着される。熱
膨張を考慮する適合、すなわち、言わば回転シャフト上の支持体の表面部分の移動（非常
に小さい）が、可撓性を有する支持要素に提供される。こうして、剛性支持要素との摩擦
運動を生じるような熱膨張の代わりに、支持体自体の補正が、それぞれの状況に応じて、
Ｘ線発生中に様々な程度で生じる熱膨張に支持体を適合させるために提供される。こうし
て、陽極ディスクの固定した中心装着が、依然として陽極ディスクの同心状の熱膨張を可
能にしながら、提供される。
　本発明のこれらの態様及び他の態様が、以下に記載される実施例を参照して説明し且つ
明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】第１の状態の回転陽極アセンブリの実施例の概略断面図である。
【図１Ｂ】陽極ディスクの熱膨張を示す第２の状態の回転陽極アセンブリの実施例の概略
断面図である。
【図２Ａ】回転陽極アセンブリの更なる実施例を回転軸線に沿った断面で示す図である。
【図２Ｂ】回転陽極アセンブリの更なる実施例を、回転軸線を横切る断面で示す図であり
、半径方向に可撓性を有する支持体を示す。
【図３Ａ】回転陽極アセンブリの更なる実施例を回転軸線に沿った断面で示す図である。
【図３Ｂ】回転陽極アセンブリの更なる実施例を、回転軸線を横切る断面で示す図である
。
【図４】回転シャフトと陽極ディスクとの間に設けられた熱伝達要素を有する回転陽極ア
センブリの更なる実施例を示す図である。
【図５Ａ】半径方向に可撓性を有する支持体の更なる実施例を含む回転陽極アセンブリの
更なる実施例を示す図である。
【図５Ｂ】半径方向に可撓性を有する支持体の更なる実施例を示す図である。
【図５Ｃ】陽極ディスクの両側に半径方向に可撓性を有する支持体を含む更なる実施例を
示す図である。
【図６】Ｘ線管の概略断面図である。
【図７】ＣＴシステムの形態におけるＸ線撮像システムの実施例を示す図である。
【図８】回転陽極ディスクを装着するための方法の実施例の基本的なステップを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の例示的な実施形態について、以下の図面を参照しながら以下で説明する。
　図１Ａには、陽極ディスク１２、回転シャフト１４、及び陽極ディスク支持体１６を有
する回転陽極アセンブリ１０が示されている。また、回転シャフト１４の回転軸線１８が
示されている。陽極ディスク１２は、陽極ディスク支持体１６を介して回転シャフト１４
の回転軸線１８に同心状に装着される。陽極ディスク支持体１６は、回転シャフト１４に
おいて回転軸線１８と同心状に設けられた、第１の円形の軸線方向支持面２２を含む支持
体２０を有する。第１の支持体２０及び第１の円形の軸線方向支持面２２について、以下
でさらに説明する。陽極ディスク支持体１６は、クランプ軸線方向に第１の支持面２２に
対して陽極ディスク１２を付勢するために回転シャフト１４に少なくとも一時的に装着さ
れた、第２の軸線方向支持面２６を含む第２の支持体２４も有する。図１Ｂにも示される
ように、第１の支持体２０は、半径方向に可撓性を有する支持体２８として設けられてい
る。
【００１８】
　図１Ｂには、陽極ディスク１２が、例えばＸ線発生によって加熱される状況が示されて
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おり、陽極ディスクの熱膨張が、熱膨張を示す矢印３０で示されるように生じる。半径方
向に可撓性を有する支持体２８は、曲げ矢印３２で示されるように屈曲される。この屈曲
は、第１の軸線方向支持面２２が、半径方向の、すなわち回転軸線１８に対して垂直方向
の熱膨張に少なくとも部分的に追従するように、半径方向に生じる。
　「陽極ディスク」は、半径方向に平坦な形状を含む円形形態を有するような陽極に関す
る。陽極ディスクは、このディスクの半径方向が、回転シャフトの回転軸線に対して垂直
になるように、回転シャフトに装着される。
【００１９】
　「第１の円形の軸線方向支持面」は、陽極ディスクを装着するための当接面に関し、こ
の当接は、軸線方向で、すなわち回転軸線の方向で行われる。「第２の軸線方向支持面」
は、陽極ディスクを装着するための当接面に関しこの当接は、軸線方向で、すなわち回転
軸線の方向で行われる。第１の軸線方向支持面及び第２の軸線方向支持面は、陽極ディス
クの反対側に配置されており、これら第１の軸線方向支持面と第２の軸線方向支持面との
間で回転ディスクをクランプする。換言すると、第１及び第２の軸線方向支持面は、２つ
の異なる側面から回転ディスクに当接する。
　第１の円形の支持面は、第１の相互接続部とも呼称され、及び第２の円形の支持面は、
第２の相互接続部とも呼称される。
【００２０】
　実施例では、陽極ディスクには、中心ボア３４が設けられている。実施例では、第２の
支持体は、中心ボア３４を貫通して延びるシャフトの端部３６にねじ切りされたナットで
ある。
　実施例では、第２の支持体２４は、ブッシングである。
　更なる実施例では、第２の支持体は、回転シャフト１４の端部に溶接された又はろう付
けされたクランプ要素によって提供される。
　実施例では、第１の支持面は、回転シャフトに一体に形成される、すなわち、単一のピ
ース又は部品として形成される。
　図１Ｂに示される曲げ運動は、説明目的のためだけに、かなり極端な態様で示されてい
ることに留意されたい。実際には、本発明によれば、その変形は、例えば０．５ミリメー
トル（ｍｍ）まで、例えば０．３ｍｍ又は０．２ｍｍまでの範囲である。
　半径方向に可撓性を有する支持体の屈曲は、弾性変形に限定される。
【００２１】
　回転シャフト１４上に設けられた第１の支持面２２が、図１Ａ及び図１Ｂに示されてい
る。第１の軸線方向支持面２２によって陽極ディスク１２の熱膨張が補償され、それによ
って、熱膨張中に、第１の支持面の第１の接触領域３８と陽極ディスク１２の第２の接触
領域４０とが、回転シャフト１４に関して及び回転軸線１８に関して共に移動し、その接
触を維持する。換言すると、接触が維持され、且つ第１及び第２の接触領域との間の摩擦
に関する移動が防止される、又は少なくとも最小限に抑えられる。
　実施例によれば、図１Ａにも示されるように、軸線方向の断面において、第１の支持体
２０には、半径方向の幅４２及び軸線方向の高さ４４が設けられており、ここで半径方向
幅４２は、軸線方向の高さ４４よりも小さい。例えば、軸線方向の高さ４４は、半径方向
の幅４２の少なくとも２倍の大きさである。
【００２２】
　図１Ａにも示されるように、第１の支持体は、支持体ベースによって回転シャフトに接
続されており、ここで支持体ベースには、軸線方向にベースの高さが設けられる。回転シ
ャフト１４の底面における表面４６から水平方向の表面までの距離であるベースの高さは
、第１の支持体の半径方向の幅４２よりも大きい。ベースの高さは、半径方向の幅４２の
少なくとも２倍の大きさである。基準線Ｘに沿った支持体ベースと回転シャフトとの間の
接続は、連続又は分離してもよい。
【００２３】
　別の実施例によれば、オプションとして図１Ａ、図１Ｂ及び図１Ｃに示されるように、
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第１の支持体２０は、回転シャフト上の肩部４６から軸線方向に突設されており、オプシ
ョンとして、この肩部は、回転シャフトの外径の階段状凹部によって形成される。
　少なくとも周方向のギャップ４８が、陽極ディスク１２のボアを貫通して延びるシャフ
ト端部５０に設けられている。
　例えば、オプションとして図１Ａ及び図１Ｂに示されるように、第１の支持体２０には
、陽極ディスク１２のボアを貫通して延びるシャフト端部５０までの距離５２が設けられ
ており、この距離５２は、軸線方向の高さ４４よりも大きい。
　例えば、この距離は、軸線方向の高さ４４の少なくとも２倍の大きさである。
【００２４】
　図２Ａには、回転陽極アセンブリ１０の更なる実施例が示されており、第１の支持体２
０は、図２Ｂの水平方向断面で示されるような複数の半径方向に可撓性を有する支持要素
５４を含む。半径方向に可撓性を有する支持要素によって、複数の第１の軸線方向支持面
部分５６が設けられる。実施例では、示されるように、半径方向に可撓性を有する支持要
素５４同士には、互いにギャップ５８が設けられている。更なる実施例では、図示しない
が、このギャップは、隣接する支持要素が非屈曲状態で側面同士で互いに当接するように
、最小限に低減される。
【００２５】
　実施例では、半径方向に可撓性を有する支持要素５４は、銃眼付きの胸壁(battlement)
の設計とも呼ばれる城郭様式で設けられる。
　一例として、半径方向に可撓性を有する支持要素は、熱に依存する半径方向に可撓性を
有する支持要素として設けられる。
　支持要素には、第１の円形の軸線方向支持面と陽極ディスク表面上の対応部分との間の
摩擦力を介した陽極の熱膨張によって生じる屈曲を可能にするのに十分であるような可撓
性が提供される。その摩擦力は、ナットの締付力によって生じる。支持要素は、適当な装
着を可能にするのに十分な剛性を有する。
　実施例では、その可撓性は、摩擦力の少なくとも２倍、例えば摩擦力の５倍の大きさで
ある。
【００２６】
　実施例によれば、尖塔(pinnacles)とも呼ばれる半径方向に可撓性を有する支持要素は
、接触領域での摩擦力によって、尖塔の弾性曲げが十分生じるように寸法決めされる。
　実施例では、１２個のスリットが、約３０°の円形セグメントを形成するように設けら
れる。
　支持面は、２．５ｍｍの幅（ｈ）である。
　溝の深さ（ｌ）は、６ｍｍである。
　スリットは、４ｍｍの幅を有しており、その結果、ｂ＝１５ｍｍとなる。
【００２７】
　支持面の半径方向の変位は、次のとおりである。
　　　ｆ＝Ｆ・ｌ３／３・Ｅ・Ｉ
　断面二次モーメントは、略次のとおりである。
　　　Ｉ＝ｂ・ｈ３／１２
　所定の半径方向の変位に必要な摩擦力は、次のとおりである。
　　　Ｆ＝（ｂ・ｈ３・Ｅ／４・ｌ３）・ｆ
　第１のアプローチとして、最大の半径方向変位ｆは：ｆ＝０．０３ｍｍである。
　その結果、要求される摩擦力Ｆは：Ｆ＝２．４ｋＮである。
　最小摩擦係数μを：μ＝０．２と想定すると、要求される押圧力Ｆｎは：Ｆｎ＝１２ｋ
Ｎである。
　この力は、例えば、ナットを締めることによって提供される。
【００２８】
　図３Ａには、回転シャフト１４の肩部６２から軸線方向に突出する軸線方向の円形のカ
ラー６０を含み、カラー６０と回転シャフト１４との間の逃げ溝６４が設けられた第１の
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支持体２０の更なる実施例が示されている。例えば肩部６２は、シャフトの直径の凹部に
よって半径方向に設けられる。実施例では、この凹部は、回転シャフトの直径に段階形状
として設けられる。カラー６０が、水平方向断面図、すなわち平面図で図３Ｂに示されて
おり、カラー６０は、円形の支持面６６を提供する。カラー６０は、簡略化のために可撓
性を有する支持要素５４と同様の寸法で示されることに留意されたい。実施例では、カラ
ーは、複数の可撓性を有する支持要素５４と同様の曲げ運動を可能にするために、より薄
い寸法で設けられる。
　更なる実施例では、さらに図示しないが、異なる数のセグメント、例えば図３Ｂの３つ
のセグメントのカラーが設けられる。
【００２９】
　更なる実施例では、図４に示されるように、熱伝達要素６８が、回転シャフトを介した
熱伝導のために半径方向に可撓性を有する支持体と回転シャフトとの間に設けられる。実
施例では、熱伝達要素は、熱伝導性液体、例えば可撓性を有する支持要素の場合には可撓
性エンベロープ内の液体を含む。連続的なカラーの場合には、その液体は、エンベロープ
なしで提供してもよい。
【００３０】
　図５Ａには、第１の支持体２０が、別個の構成要素として、例えば中心部の両側にＬ字
状の断面６９を有し、回転シャフトの延出部が貫通して延びるボアを有するディスク２０
’として提供される更なる実施例が示されている。別個の構成要素は、例えば回転シャフ
トを取り囲む正確に嵌合するボアによって回転シャフトに固定して取り付けられる。換言
すれば、第１の支持体は、カラーを提供するようなＵ字状の断面のブッシングとして設け
られており、このブッシングは、第１の円形の軸線方向支持面を提供する。別個の部品の
場合には、軸線方向の支持面の基点が、回転軸線に対して半径方向に固定して設けられて
いることに注意しなければならない。
【００３１】
　図５Ｂには、半径方向に可撓性を有する支持体２８には、回転シャフト１４の隣接する
部分に小さなギャップ７０が設けられた更なる実施例が示されている。
　図５Ｃには、第１の支持体２０の半径方向に可撓性を有する支持体２８に加えて、第２
の支持体２４には、第２の円形の軸線方向支持面７２が設けられており、半径方向に可撓
性を有する支持体として設けられた更なる実施例が示されている。Ｘ線発生中の陽極ディ
スクを加熱する際であって、陽極ディスク１２が熱膨張する際に、第１の支持体２０の半
径方向に可撓性を有する支持体だけでなく第２の支持体２４の半径方向に可撓性を有する
支持体は、半径方向に屈曲し、それによって、第１の軸線方向支持面と第２の軸線方向支
持面が、半径方向の熱膨張に少なくとも部分的に追従する（さらに図示せず）。
【００３２】
　図６には、Ｘ線用真空ハウジング１０２、陽極１０４、及び陰極１０６を有するＸ線管
１００が示されている。Ｘ線用真空ハウジング１０２内でＸ線透過窓１１２を通って放射
されるＸ線放射１１０を発生するような電子ビーム１０８が概略的に示されている。陽極
１０４及び陰極１０６は、Ｘ線用真空ハウジング１０２の内部に配置される。陽極１０４
は、陽極シャフト１１６に装着された陽極ディスク１１４と一緒に示されている。また、
回転軸線１８の周りを回転する回転陽極１１４を駆動するための駆動機構１１８が、概略
的に示されている。更なる構成要素が設けられるが、図示していない。さらに、詳細に図
示していないが、陽極を支持する軸受装置が設けられており、この軸受装置は、参照符号
１２０で示されている。
【００３３】
　本発明によれば、陽極１０４は、上述した実施例のいずれかに係る回転陽極アセンブリ
１０として設けられる。軸受装置１２０は、回転シャフト１４、１１６を支持するＸ線用
真空ハウジング１０２の内側に配置される。軸受装置は、少なくとも１つの螺旋溝軸受を
有する（さらに図示しない）。
　実施例によれば、図１～図５に示されるように、回転シャフト１４には、中空のボア７
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４が設けられており、固定シャフト７６が、ボア７４の内部に設けられ、螺旋溝軸受装置
７８で支持される。
【００３４】
　図７には、Ｘ線撮像システム２００の一例が示されており、このＸ線撮像システムは、
Ｘ線源２０４及びＸ線検出器２０６を含むＸ線取得装置２０２を有する。また、対象物支
持体２０８が設けられている。対象物支持体２０８は、Ｘ線源２０４によって提供される
扇形構造２１２で示されるＸ線を対象物、例えば患者２１０に照射するために、Ｘ線源２
０４とＸ線検出器２０６との間に配置される。Ｘ線源２０４は、上述した実施例に係るＸ
線管１００を有する。
　Ｘ線撮像システム２００は、概略的に示されるガントリ２１４を有するＣＴ装置として
示されていることに留意されたい。また、処理装置２１６は、表示装置２２０とも組み合
わせて、データ接続２１８される。
　ＣＴ装置の代わりに、他のＸ線撮像システム、例えば対象物支持体に関してＸ線源を固
定した構成のＸ線撮像システム又はＣアームシステムも提供される。
【００３５】
　図８には、回転陽極ディスクを装着するための方法３００が示されており、この方法は
、以下のステップを含む。
　第１のステップ３０２では、陽極ディスク支持体の第１の支持体が、回転シャフトにお
いて、このシャフトの回転軸線に対して垂直に設けられる。第１の支持体は、回転シャフ
トにおいて、回転軸線の周りに同心状に設けられた第１の軸線方向支持面を含む。
　第２のステップ３０４では、陽極ディスクが設けられる。
　第３のステップ３０６では、陽極ディスク支持体の第２の支持体が設けられ、第２の支
持体は、第２の軸線方向支持面を含む。
【００３６】
　第４のステップ３０８では、第２の支持体は、クランプ軸線方向に第１の支持体に対し
て陽極ディスクを付勢するために、回転シャフトに少なくとも一時的に装着される。第１
の支持体は、半径方向に可撓性を有する支持体として設けられており、Ｘ線発生中の陽極
ディスクを加熱する際に、この半径方向に可撓性を有する支持体は、半径方向に屈曲し、
それによって、第１の軸線方向支持面は、陽極ディスクの半径方向の熱膨張に少なくとも
部分的に追従する。
　第１のステップ３０２はステップａ）とも呼称され、第２のステップ３０４はステップ
ｂ）とも呼称され、第３のステップ３０６はステップｃ）とも呼称され、第４ステップ３
０８はステップｄ）とも呼称される。
　更なる実施例によれば、陽極ディスクを回転シャフトに装着するためのＸ線管における
支持体の使用も提供される（さらに図示しない）。
【００３７】
　なお、本発明の実施形態は、様々な主題を参照して説明していることに留意されたい。
特に、いくつかの実施形態は、方法タイプクレームを参照して説明しているが、他の実施
形態は、装置タイプクレームを参照して説明している。しかしながら、当業者は、特に断
らない限り、１つのタイプの主題に属する特徴の任意の組合せに加えて、異なる主題に関
する特徴同士間の任意の組合せも本願に開示されているとみなすことを、上記及び以下の
詳細な説明から推量するだろう。しかしながら、全ての特徴は、特徴の単純な総和よりも
大きな相乗効果を提供するように組み合わせることができる。
【００３８】
　本発明について、図面及び前述した詳細な説明において詳細に図示及び説明してきたが
、このような図示及び説明は、例又は例示としてみなすべきであり、限定的なものとして
みなすべきでない。本発明は、開示された実施形態に限定されるものではない。開示され
た実施例に対する他の変形形態は、図面、明細書の開示、及び従属請求項の検討から、特
許請求の範囲に記載された発明を実施する際に当業者によって理解され、達成することが
できる。
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【００３９】
　特許請求の範囲において、「備える、有する、含む(comprising)」という用語は、他の
要素又はステップを除外するものではなく、不定冠詞「１つの(a, an)」は、複数を排除
するものではない。単一のプロセッサ又は他のユニットは、特許請求の範囲に記載される
いくつかのアイテムの機能を充足することができる。特定の手段が互いに異なる従属請求
項に記載されているという単なる事実は、これら手段の組合せが有利に使用できないこと
を示すものではない。請求項における任意の参照符号は、特許請求の範囲を限定するもの
としてみなすべきではない。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ－２ｂ】

【図３ａ－３ｂ】
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【図４】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図５ｃ】 【図６】

【図７】



(14) JP 6318245 B2 2018.4.25

【図８】



(15) JP 6318245 B2 2018.4.25

10

フロントページの続き

(74)代理人  100091214
            弁理士　大貫　進介
(72)発明者  バーテ，クリストフ　ヘルムート
            オランダ国，５６５６　アーエー　アインドーフェン，ハイ・テク・キャンパス　５
(72)発明者  ホーフェ，ウルリッヒ　ヘルマン
            オランダ国，５６５６　アーエー　アインドーフェン，ハイ・テク・キャンパス　５

    審査官  右▲高▼　孝幸

(56)参考文献  特開昭55-3181（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭62-168317（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2011-238549（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第7184520（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｊ　　３５／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

